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平成２８年度 

第５回草津市立認定こども園園名等選定委員会 会議録 

■日時： 

 平成２８年１２月２０日（火）１０時００分～１１時３０分 

■場所： 

 草津市役所 ２階特大会議室（ステージ側） 

■出席委員： 

青木委員長、田中副委員長、青山委員、橋田委員、濱田委員、米村委員 

■欠席委員： 

上野委員、前田委員 

■関係人： 

 草津保育所 松田所長、中央幼稚園 水野園長 

■事務局： 

子ども家庭部 望月部長、平尾副部長 

子ども子育て推進室 髙岡室長、川那邉副参事、西川主査、大岡主任 

 幼児課 金森課長、前田参事 

■傍聴者： 

 ０名 

 

１．開会 

 

２．議事 

（１）第４回委員会の振り返り   

【事務局】 

＜資料１について説明＞ 

 

（２）第５回委員会における選定方法について 

【事務局】 

＜資料２、参考資料１について説明＞ 

【委員長】 

 事務局より説明のあった選定方法により、園章、園歌を選定してよろしいか。 
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～一同承認～ 

 

【委員長】 

では、事務局の説明のとおりとする。 

 

（３）（仮称）草津中央おひさまこども園の園章の選定について 

 

【事務局】 

＜参考資料２について説明＞ 

【委員長】 

候補作品について、各委員で検討いただいていると思うので、おひとりずつ御意見をお聞かせいただ

きたい。 

【Ａ委員】 

 私は、わかりやすく、シンプルな作品で、おひさまとチューリップの関連がすっきりしているものが

よいと思う。 

【Ｂ委員】 

 キャラクター的なものは、除きたいと思う。Ｎｏ.２３とＮｏ．３がよいと思う。特に、Ｎｏ．２３は、

参考資料２の中で類似マークがあるが、デザイン性においては卓越している。 

【Ｃ委員】 

園章は、あくまで園を表したものであるので、「こども」や「中央」の文字を表したものが入っていた

方がよいのではないか。 

【Ｄ委員】 

親しみやすいデザインがよいと思う。 

【Ｅ委員】 

Ｎｏ．２３は、似たマークがあるので避けた方がよい。園章が、園旗や園の玄関に使われることを考

えると、Ｎｏ．１９がよいと思う。「こども」という文字が入り、幼稚園と保育所が一体となったこども

園をつくっていこうという思いがよく伝わる。また、子どもが両手を挙げた姿が、おひさまやチューリ

ップのイメージを連想させる。 

【委員長】 

それでは、これより投票を行います。 

 

～各委員の投票結果を取りまとめ、事務局にて集計～ 

 

●集計結果発表 

１位 Ｎｏ．６４（９点） 

２位 Ｎｏ． ３（８点） 

３位 Ｎｏ．２３（５点） 

 

【委員長】 

投票結果のとおり、Ｎｏ．６４の作品を１位とし、最優秀賞ならびに（仮称）草津中央おひさまこど
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も園の園章に、Ｎｏ．３の作品を２位、Ｎｏ．２３の作品を３位として、それぞれ優秀賞に選定してよ

ろしいか。賛成の委員の皆様は、挙手いただきたい。 

 

～一同挙手～ 

 

【委員長】 

では、一同承認ということで、決定とする。 

 

●選定結果 

最優秀賞 Ｎｏ．６４ 

優秀賞  Ｎｏ．３ 

優秀賞  Ｎｏ．２３ 

 

（４）（仮称）草津中央おひさまこども園の園歌（歌詞）の選定について 

 

【委員長】 

候補作品について、各委員で検討いただいていると思うので、おひとりずつ御意見をいただきたい。 

【Ｅ委員】 

 私は、Ｎｏ．２６がよいと思う。「チューリップ」についての歌詞も含まれていて、「宿場のまち」と

いうフレーズに惹かれた。 

【Ｄ委員】 

 Ｎｏ．２６の３番で「ぽっかり 白い雲」という歌詞があるが、ぽっかり穴が空いたような印象があ

る。そして、Ｎｏ．３の３番の、「しゅくばがじまんの」という歌詞も少し気になった。私は、子どもた

ちが、その園歌を歌う様子を想像しながら選び、Ｎｏ．３９、Ｎｏ．１、Ｎｏ．４５がよいと思った。 

【Ｃ委員】 

 私は、特にＮｏ．１がよいと思う。 

【Ｂ委員】 

 日本語は、韻を踏むことが難しいが、Ｎｏ．１は、１番、２番、３番の歌詞が工夫されていて、統一

感を持たせている。園歌は、１番から３番まで同じメロディに歌詞がつくことになるので、このように

言葉が統一されていると、作曲するときに非常にやりやすい作品であると思う。また、「キラキラ」、「ニ

コニコ」「ポカポカ」という歌詞は、とても躍動感があり、リズム感を持たせる。そして、１番から３番

の１行目は、身近な風景の様子が歌詞となっており、子どもたちに非常にわかりやすい。このようなこ

とから、私は、Ｎｏ．１がよいと思う。 

【Ａ委員】 

 私は、Ｎｏ．３９がよいと思った。また、Ｎｏ．１のように、「ひえい」や「びわこ」などの景色が入

った歌詞がよいと思った。難しい言葉で表すのでなく、わかりやすい歌詞の方が、子どもたちが歌いや

すいと思う。 

【委員長】 

それでは、これより投票を行います。 
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～各委員の投票結果を取りまとめ、事務局にて集計～ 

 

●集計結果発表 

１位 Ｎｏ．１（１３点） 

２位 Ｎｏ．２６（７点） 

２位 Ｎｏ．３９（７点） 

 

【委員長】 

２位の作品が複数あるため、改めて多数決を行いたいと思う。良いと思われる作品に挙手いただきた

い。 

 

●多数決結果 

２位 Ｎｏ．２６（３名） 

３位 Ｎｏ．３９（２名） 

 

【委員長】 

では、先ほどの投票結果とあわせ、Ｎｏ．１の作品を１位とし、最優秀賞ならびに（仮称）草津中央

おひさまこども園の園歌（歌詞）とし、Ｎｏ．２６の作品を２位、Ｎｏ．３９の作品を３位として、そ

れぞれ優秀賞に選定してよろしいか。賛成の委員の皆様は挙手いただきたい。 

 

～一同挙手～ 

 

【委員長】 

一同承認ということで、決定とする。 

 

●選定結果 

最優秀賞 Ｎｏ．１ 

優秀賞  Ｎｏ．２６ 

優秀賞  Ｎｏ．３９ 

 

（５）今後のスケジュールについて 

 

【事務局】 

＜今後のスケジュールについて説明＞ 

 

【委員長】 

本日、予定していた案件は、以上です。 
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３．閉会 

【望月部長】 

 委員の皆様には、長期間にわたり、活発な御議論をいただき、ありがとうございました。おかげさま

で、平成３０年４月から開園する新しい認定こども園の園名が決定し、園章、園歌についても案の選定

を行うことができました。これもひとえに、皆様方の御協力の賜物であると、感謝をいたしております。 

さて、本日選定いただきました園章案、園歌案については、内容を取りまとめ、年内に、委員長から

草津市長あて、答申をいただき、正式に園歌・園章を決定していきたいと考えております。また、作曲

については、現在、調整を進めておりまして、園歌が完成しましたら、改めまして、委員の皆様へ、御

報告させていただきたいと思います。委員の皆様には、今後とも、子ども・子育て行政に御支援と御協

力を賜りますようお願いを申しあげまして、閉会の御挨拶とさせていただきます。本日は誠に、ありが

とうございました。 


